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在宅医療窓口
◇「病気があるが、足が不自由で通院できない」「寝たき
　りの家族がいて床ずれが心配」などの相談があるとき
・在宅医療支援センター　☎553―2060
・ 相談時間　午前9時～午後5時(土・日曜日、祝日、年
末年始を除く)

◇「歯科医院への通院が困難」「訪問歯科診療を行って
　いる歯科医院が知りたい」などの相談があるとき
・在宅歯科医療推進窓口　☎080―1391―8020
・ 相談時間　午前10時～午後3時(正午～午後1時を
除く)※土・日曜日、祝日、年末年始を除く

期　日 医療機関名 電話番号
2月16日（日) 清幸会行田中央総合病院 553―2000
2月23日（日) 清幸会行田中央総合病院 553―2000
2月24日（月) 壮幸会行田総合病院 552―1111
3月 1日（日) 壮幸会行田総合病院 552―1111
3月 8日（日) 壮幸会行田総合病院 552―1111
3月15日（日) 清幸会行田中央総合病院 553―2000

診療時間　午前10時～午後5時
診療科目　内科、小児科、外科
※ 医療機関が変更されることがありますので、事前に
問い合わせください。

ママ･パパ教室（要申し込み）
日　　時　2月28日㈮午後1時15分～ 3時45分
　　　　　（午後1時から受け付け）
対　　象　妊婦とその家族
定　　員　20人(先着順)
内　　容　 赤ちゃんの保育、沐

もくよく
浴実習、

　　　　　妊婦体験など
※詳細は市ホームページをご覧ください。

赤ちゃんクラス（申し込み不要）
日　　時　2月17日㈪午前10時～ 11時30分
対　　象　4カ月未満のお子さんとその保護者
内　　容　 お子さんの体重測定や育児相談

離乳食教室（中期）（要申し込み）
日　　時　 2月20日㈭午前10時30分～11時30分(午

前10時15分から受け付け)
対　　象　 7 ～ 8カ月のお子さんとその保護者(保護

者のみの参加可)

乳幼児相談（要申し込み）
日　　時　3月9日㈪午前9時30分～ 11時30分
対　　象　 就学前のお子さんとその保護者

乳幼児健診など　
健 診 名　 4カ月児健診、離乳食(初期)教室、10カ月

児相談、1歳6カ月児健診、2歳児歯科健診、
3歳児健診

そ の 他　 対象者には通知します。転入されたお子さん
で、前住所地で受診していない方は保健セン
ターにご連絡ください。

子どもの健康

#7119 （365日24時間対応）
　病院に連れて行こうか迷ったときや受診できる医療
機関を知りたいときの全国共通ダイヤルです。
　また、埼玉県では、医療機関への適正受診をさらに
推進するために、全国初となるAIを活用した「埼玉
県AI救急相談」を導入しましたので、ご活用ください。
https ://www.pref .sa i tama. lg . jp/a0703/
aikyukyu.html

おとなの健康
健康相談 (要申し込み)
日　　時　2月25日㈫、3月10日㈫
　　　　　※時間は申し込みの際にお知らせします。
場　　所　保健センター

こころの相談 (要申し込み)
日　　時　2月26日㈬　
　　　　　※時間は申し込みの際にお知らせします。
場　　所　保健センター
対　　象　 不安や不眠、生活リズムの乱れ、人間関係

など、心に悩みのある方

自殺対策計画（案）についての
意見を募集します

　市では、自殺対策基本法に基づき、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指し、今後の自殺
対策の方向性を示す自殺対策計画の策定を進めていま
す。
　このたび、計画(案)がまとまりましたので、市民
の皆さんから意見を募集します。

意見募集期間　2月15日㈯～ 3月6日㈮
閲覧場所　 保健センター、市政情報コーナー、南河原

支所※市ホームページからも閲覧可。
意見提出方 法　住所、氏名、電話番号を明記(様式自

由)の上、持参(土・日曜日、祝日を除く)、
郵送、FAX、Eメールのいずれかの方法で
提出してください。【持参・郵送】〒361
―0023 行田市長野2―3―17 行田市保
健センター【FAX】048―555―2551【E
メール】hoken-s@city.gyoda.lg.jp

提出された 意見について　個人を特定できないように
編集し、概要を公表します。また、意見に
基づいて修正した場合は、その内容を公表
します。なお、個別には回答しません。

そ の 他　電話や口頭での受け付けはできません。

休日急患診療
　休日や祝日の急な病気やけがのときは次の医療機関
をご利用ください。

地域医療ネットワーク
シンポジウムを開催します

　地域医療の現状や医療連携の必要性などをお伝えし
ながら、地域医療を守るために一人一人がしなければ
ならないことや、医療連携の普及に必要なことなどを
参加者の皆さんと一緒に考えます。ぜひ、ご参加くだ
さい。

日　　時　3月7日㈯午後1時30分開演(午後1時開場)
場　　所　 白岡市コミュニティセンター (白岡市大字

白岡857―6)
定　　員　270人
参 加 費　無料
主　　催　埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会
共　　催　埼玉県
そ の 他　申し込み不要です
問い合わせ　同協議会事務局☎0480―63―0003

なくそう！望まない受動喫煙
　2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律
が成立し、望まない受動喫煙を防止するための取り
組みが段階的に進められてきましたが、2020年4
月1日から次のとおり全面施行されます。

・ オフィス、事業所、飲食店などの施設において原
則屋内禁煙

・20歳未満の方は、喫煙エリアへ立ち入り禁止
・ 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要(設置可能
な喫煙室のタイプについては、施設の分類によっ
て異なります)

・喫煙室には標識掲示が義務付けに

　事業者の皆さんが受動喫煙対策を取り組むための
財政・税制支援の整備も進められています。
　詳しい情報は【厚生労働省「なくそう！望まない受
動喫煙」(http://jyudokitsuen.mhlw.go.jp)】をご
覧ください。

特定非営利活動法人グローバル交流協会

みんな　チカラの
～市民公益活動団体紹介～

発足　平成24年7月
会員数　24人
活動の目的　グローバル化されつつある世界の中で、さま
ざまな世代の日本人に対し、日本人としてのアイデンティ
ティーを失わず、国内外を問わず諸国民との対等なコミュ
ニケーションを行なえるよう、各種プログラムの調査研究
および企画実施を行い、地域の活性化に資する。
活動内容　日本文化を大切にしながら、世界の多種多様な
民族・文化についての啓発活動と相互理解への事業に協力
する。　
主な活動場所　市内各所
市民の皆さんへ　活動に参加している方々からは、他国の
人々の実際の生活や習慣、考え方などを聞き、食文化など
を体験することでより身近に感じられるようになったなど
の感想をいただいています。私たちは、国同士の交流は各
国の人々がまず互いを知り、理解を深めることから、次のステップである親交に進められると考えます。
　今年はいよいよ東京2020オリンピック・パラリンピックが日本で開催されます。日本を訪問される海外の人
はもちろん、日本在住、行田在住の外国籍の方々とも積極的に交流する機会を持ち、さらに本市の良さをアピー
ルしていきましょう。　　

【理事長】 細谷 美恵子 【電話番号】 090―5547―6145

異文化 講演会


